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査
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成
十
八
年
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日
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田
県
知
事
　
寺
　
田
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城
　

一
　
調
査
を
行
う
者
の
名
称

大
仙
市

二
　
調
査
地
域

大
仙
市
刈
和
野
・
協
和
境
・
協
和
船
岡
・
太
田
町
川
口
・
太
田
町
太
田
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惣
行
小
坂
ほ
か
二
十
六
字

三
　
調
査
期
間

平
成
十
八
年
五
月
九
日
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ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項

本
文
の
規
定
に
よ
る
平
成
十
八
年
度
定
期
種
畜
検
査
の
結
果
、
次
の
と
お
り

種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。
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日
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田
県
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事
　
寺
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典
　
城
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種
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明
書
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前

（
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録
・
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年
月
日
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統

父母
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の
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分
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所
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日
本
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角
種

日
本
短
角
種

日
本
短
角
種

日
本
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角
種

平
1
8

秋
田
県
１

第
1号

平
1
8

秋
田
県
１

第
2号

平
1
8

秋
田
県
１

第
3号

平
1
8

秋
田
県
１

第
4号

滝
波

(日
短
本
1
4
7
6)

藤
桜

(日
短
本
1
3
9
4)

初
星

(日
短
本
1
4
5
9)

幸
彦

(日
短
本
1
4
3
0)

H
1
4.3.6

1
4
8.0cm

H
1
0.3.1

5

1
5
1.0cm

H
1
3.3.1

0

1
5
0.0cm

H
1
1.3.2

1

1
5
5.0cm

岩
手
県

下
閉
伊
郡

川
井
村

秋
田
県

鹿
角
郡

小
坂
町

岩
手
県

岩
手
郡

玉
山
村

秋
田
県

鹿
角
市

滝
昭
9
1
0
0
9

な
み
き
よ

松
風

あ
か
ひ
め
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星
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つ
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め
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泉
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め
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協
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和
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哲
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角
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小
坂
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木
村
隆
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秋
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第
6号

平
1
8

秋
田
県
１

第
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第
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第
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1
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県
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第
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1
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秋
田
県
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第
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平
1
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秋
田
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第
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秋
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県
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本
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光
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茂
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重
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あ
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殖
9
4)

波
水

(日
あ
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殖
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Ｔ
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1
5.3.1
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1
5.3.1
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1
6.2.1
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5
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H
1
1.4.1
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1
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1
1.1.8

1
5
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H
1
2.3.1

3

1
4
2.0cm

H
1
4.9.2

1

1
4
9.0cm

H
1
0.9.1
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4.0cm

H
1
1.1.2
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4
7.0cm
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1
4.4.1
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熊
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町

秋
田
県
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利
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島
町

秋
田
県
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利
郡
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島
町

秋
田
県
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郡
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畑
町

秋
田
県

鹿
角
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本
県
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郡
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熊
本
県
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郡
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熊
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町

豊
久

さ
ち
ひ
め

梅
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光
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た
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光
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Ｅ
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光
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光
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独
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独
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付
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独
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人
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花
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農
業
協
同
組
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花
輪
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提
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協
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組
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農
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協
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花
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農
業
協
同
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角
市
花
輪
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提
野
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鹿
角
畜
産
農
業
協
同
組
合

鹿
角
市
花
輪
字
菩
提
野
1-2

鹿
角
畜
産
農
業
協
同
組
合

鹿
角
市
花
輪

田
中
茂
男

北
秋
田
市
宮
前
町
4-1
5

鷹
巣
放
牧
場
利
用
組
合

北
秋
田
市
米
内
沢

北
秋
田
市
森
吉
町
畜
産
改
良
組
合

北
秋
田
市
米
内
沢

北
秋
田
市
森
吉
町
畜
産
改
良
組
合
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黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

平
1
8

秋
田
県
１

第
1
5号

平
1
8

秋
田
県
１

第
1
6号

平
1
8

秋
田
県
１

第
1
7号

平
1
8

秋
田
県
１

第
1
8号

平
1
8

秋
田
県
１

第
1
9号

平
1
8

秋
田
県
１

第
2
0号

平
1
8

秋
田
県
１

第
2
1号

平
1
8

秋
田
県
１

第
2
2号

平
1
8

秋
田
県
１

第
2
3号

平
1
8

秋
田
県
１

第
2
4号

悦
北
国

(全
和
黒
原
4
1
6
0)

八
重
国

(全
和
黒
1
3
4
0
3)

宗
亭
3
1
4

(全
和
黒
1
3
4
0
1)

紋
一
郎

(全
和
黒
原
3
9
9
7)

篤
桜

(全
和
黒
原
4
3
3
1)

隆
城

(全
和
黒
原
4
3
3
0)

忠
富
久

(全
和
黒
1
3
5
7
7)

正
神
福

(全
和
黒
1
3
7
2
6)

徳
嵩

(全
和
黒
1
3
7
2
7)

龍
平

(全
和
黒
原
4
4
5
4)

H
1
2.4.1

0

1
4
2.0cm

H
1
2.4.1

2

1
4
7.0cm

H
1
1.1
1.1
7

1
4
1.0cm

H
1
1.4.1

1

1
5
2.0cm

H
1
3.3.1

2

1
4
9.0cm

H
1
3.3.3

1
5
2.0cm

H
1
3.4.5

1
4
6.0cm

H
1
4.3.7

1
4
5.0cm

H
1
4.3.7

1
4
3.0cm

H
1
4.7.2

1
5
0.0cm

秋
田
県

雄
勝
郡

羽
後
町

秋
田
県

仙
北
郡

田
沢
湖
町

青
森
県

上
北
郡

七
戸
町

秋
田
県

由
利
郡

矢
島
町

秋
田
県

由
利
郡

東
由
利
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

太
田
町

秋
田
県

仙
北
郡

千
畑
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

南
外
村

北
国
7の
８

よ
し
は
れ
な
み

北
国
7の
８

に
し
だ
5
3

美
津
福

く
ま
と
き
7の
4

紋
次
郎

い
あ
ふ
く
は
る
6

平
茂
勝

ふ
じ
ひ
め
4

平
茂
勝

か
ね
こ
2

福
重
波

き
よ
し
げ
い
ず
み

牧
福

さ
り
5

徳
重
波

ふ
く
ひ
で

平
茂
勝

た
に
み
や
2

県
有

県
有

独
立
行
政

法
人
有

（
貸
付
）

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

大
館
市
根
下
戸
新
町
7-2
2

あ
き
た
北
農
業
協
同
組
合

北
秋
田
市
阿
仁
萱
草

高
津
森
放
牧
組
合

北
秋
田
市
阿
仁
萱
草

高
津
森
放
牧
組
合

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場
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黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

ﾗﾝﾄﾞﾚｰｽ種

ﾗﾝﾄﾞﾚｰｽ種

ﾗﾝﾄﾞﾚｰｽ種

ﾗﾝﾄﾞﾚｰｽ種

平
1
8

秋
田
県
１

第
2
5号

平
1
8

秋
田
県
１

第
2
6号

平
1
8

秋
田
県
１

第
2
7号

平
1
8

秋
田
県
１

第
2
8号

平
1
8

秋
田
県
１

第
2
9号

平
1
8

秋
田
県
１

第
3
0号

平
1
8

秋
田
県
１

第
3
1号

平
1
8

秋
田
県
１

第
3
2号

平
1
8

秋
田
県
１

第
3
3号

平
1
8

秋
田
県
１

第
3
4号

菊
安
1
6
5

(全
和
黒
原
4
5
8
6)

松
昭
秀

(全
和
黒
1
3
8
6
0)

堅
義

(全
和
04子

受
卵
秋

黒
1203426192)

栃
照

(全
和
0
4子
秋
黒

1
2
0
7
6
2
8
7
5
2)

藤
麻
呂
3
7

(全
和
0
5子
秋
黒

1
2
0
7
7
4
3
0
3
5)

銀
義
福

(全
和
0
5子
秋
黒

1
2
0
7
7
3
9
6
2
5)

ｱｷ
0
3
2
7
5-8
1
6
4-

3
2
0-5
5
9

(日
豚
L種
7
8
0
8
4)

ｱｷ
0
3
2
9
0-8
1
2
0-

3
4
5-1
2
9
0

(日
豚
L種
7
8
2
9
7)

ｱｷ
0
4
2
9
7-8
1
8
7-

3
6
0-4
8
8

(日
豚
L種
7
8
3
5
8)

ｱｷ
0
5
3
2
0-8
2
9
4-

3
8
7-3
9
7

(日
豚
L種
7
8
7
4
4)

H
1
5.4.2

9

1
4
5.0cm

H
1
5.3.1

3

1
4
4.0cm

H
1
6.4.2

0

1
4
2.0cm

H
1
6.5.2

9

1
4
0.0cm

H
1
7.2.3

1
2
5.0cm

H
1
7.1.2

2

1
2
5.0cm

H
1
5.8.2

9
0.0cm

H
1
6.3.1

8
5.8cm

H
1
6.7.9

8
4.8cm

H
1
7.7.8

7
4.8cm

秋
田
県

由
利
郡

大
内
町

秋
田
県

大
仙
市

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

由
利
郡

東
由
利
町

秋
田
県

大
仙
市

秋
田
県

大
仙
市

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

大
仙
市

安
福
1
6
5の
9

き
く
は
る

松
福
美

ふ
く
ひ
で

義
安
福

き
た
ぎ
く

美
津
照

と
ち
に
し
き

義
安
福

あ
ん
み
つ
ひ
め

義
安
福

も
ん
き
た
2

ｱｷ
0
1
1
1
4-7
7
1
5-2
7
5-4
8
7

ｱｷ
0
1
1
2
8-8
0
7
9-8
1
6
4-9
5
3

ｱｷ
0
1
1
4
2-8
1
0
0-2
9
0-1
1
0
2

ｱｷ
0
1
1
2
8-8
0
1
0-8
1
2
0-2
1
3

ｱｷ
0
2
1
2
6-8
0
9
2-2
9
7-4
7
6

ｱｷ
0
2
1
2
8-7
9
7
5-8
1
8
7-5
0
6

ｱｷ
0
3
2
7
5-8
1
6
4-3
2
0-5
5
9

ｱｷ
0
3
2
9
0-8
1
5
6-8
2
9
4-1
1
5
1

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場
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大
ﾖｰｸｼｬｰ種

大
ﾖｰｸｼｬｰ種

大
ﾖｰｸｼｬｰ種

大
ﾖｰｸｼｬｰ種

大
ﾖｰｸｼｬｰ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

平
1
8

秋
田
県
１

第
3
5号

平
1
8

秋
田
県
１

第
3
6号

平
1
8

秋
田
県
１

第
3
7号

平
1
8

秋
田
県
１

第
3
8号

平
1
8

秋
田
県
１

第
3
9号

平
1
8

秋
田
県
１

第
4
0号

平
1
8

秋
田
県
１

第
4
1号

平
1
8

秋
田
県
１

第
4
2号

平
1
8

秋
田
県
１

第
4
3号

平
1
8

秋
田
県
１

第
4
4号

ｲﾜﾃﾊﾔﾁﾈﾀﾞﾌﾞﾙ2ｾﾞﾝ
ﾉｰ1368-3981-243
(日
豚
W
種
3
7
1
1
8)

ｱｷ0
3ﾊﾔﾁﾈ1

0
8
6

(日
豚
W
種
3
7
7
6
7)

ｱｷ0
4ﾊﾔﾁﾈ4

1
8

(日
豚
W
種
3
7
8
2
6)

ｱｷ0
4ﾊﾔﾁﾈ6

1
4

(日
豚
W
種
3
7
9
2
3)

ｱｷ0
5ﾊﾔﾁﾈ1

2
2-

1
0
1

(日
豚
W
種
3
8
0
7
8)

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-
9
3
4-1
3
3

(日
豚
D
種
3
8
8
8
4)

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-
9
3
6-1
4
2

(日
豚
D
種
3
8
8
8
5)

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-
9
4
1-2
0
3

(日
豚
D
種
3
8
8
8
8)

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-
9
4
3-2
2
7

(日
豚
D
種
3
8
8
9
0)

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-
9
4
4-2
3
3

(日
豚
D
種
3
8
8
9
1)

H
1
4.7.1

8

9
0.4cm

H
1
6.1.1

3

8
6.3cm

H
1
6.6.3

0

8
6.6cm

H
1
6.8.2

8

8
5.1cm

H
1
7.4.2

4

7
7.0cm

H
1
6.5.1

2

9
2.1cm

H
1
6.5.1

3

8
8.4cm

H
1
6.5.1

9

8
4.1cm

H
1
6.5.2

3

8
6.1cm

H
1
6.5.2

4

8
5.6cm

岩
手
県

岩
手
郡

滝
沢
村

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

大
仙
市

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

ｲﾜﾃﾊﾔﾁﾈﾀﾞﾌﾞﾙ2ｲﾜｹｰ
1
0
3
8
8-

1
0
9
4
1-1
1
0
0

ｲﾜﾃﾊﾔﾁﾈﾀﾞﾌﾞﾙ2ｲﾜｹｰ
7
1
3
5-

8
9
1
8-8
2
1

ｲﾜﾃﾊﾔﾁﾈﾀﾞﾌﾞﾙ1ｲﾜｹｰ
1
0
4
0
9-

2
9
6
9-3
0
3
1

ｲﾜﾃﾊﾔﾁﾈﾀﾞﾌﾞﾙ2ｲﾜｹｰ
1
3
4
3-

1
9
6
5-3
4
4
4

ｱｷ0
2ﾊﾔﾁﾈ3

5
8

ｲﾜﾃﾊﾔﾁﾈﾀﾞﾌﾞﾙ2ｲﾜｹｰ
1
3
4
3-

1
9
6
5-3
4
4
4

ｱｷ0
2ﾊﾔﾁﾈ3

5
8

ｲﾜﾃﾊﾔﾁﾈﾀﾞﾌﾞﾙ1ｲﾜｹｰ
1
3
3
3
7-

3
2
8
5

ｲﾜﾃﾊﾔﾁﾈﾀﾞﾌﾞﾙ1ｾﾞﾝﾉｰ
1
4
3
5
4-

1
1
5
6

ｱｷ0
4ﾊﾔﾁﾈ2

0

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-8
6
8-1
0
3

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-1
8
7
2-1
4
5

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-8
8
5-2
2
9

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-1
8
6
9-1
6
5

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-8
8
5-2
2
9

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-1
8
7
0-1
6
4

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-8
6
8-1
0
3

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-1
8
5
9-1
0
6

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-8
6
2-3
4

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-1
8
4
9-6
3

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場
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ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

平
1
8

秋
田
県
１

第
4
5号

平
1
8

秋
田
県
１

第
4
6号

平
1
8

秋
田
県
１

第
4
7号

平
1
8

秋
田
県
１

第
4
8号

平
1
8

秋
田
県
１

第
4
9号

平
1
8

秋
田
県
１

第
5
0号

平
1
8

秋
田
県
１

第
5
1号

平
1
8

秋
田
県
１

第
5
2号

平
1
8

秋
田
県
１

第
5
3号

平
1
8

秋
田
県
１

第
5
4号

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-
9
4
8-2
4
0

(日
豚
D
種
3
8
8
9
2)

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-
9
4
9-2
5
3

(日
豚
D
種
3
8
8
9
3)

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-
9
5
3-3
0
5

(日
豚
D
種
3
8
8
9
4)

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-
9
5
8-3
2
1

(日
豚
D
種
3
8
8
9
7)

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-
9
6
1-3
6
5

(日
豚
D
種
3
8
8
9
9)

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-
9
6
4-4
2
2

(日
豚
D
種
3
8
9
0
0)

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-
9
6
7-4
5
2

(日
豚
D
種
3
8
9
0
2)

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

5-
5
0
6-2
7
0

(日
豚
D
種
3
9
5
1
2)

土
高
福

(全
和
黒
1
3
5
7
8)

友
平
茂

(全
和
黒
1
3
4
9
1)

H
1
6.5.2

5

9
2.4cm

H
1
6.5.2

7

9
5.0cm

H
1
6.6.5

9
3.9cm

H
1
6.6.1

3

8
9.1cm

H
1
6.6.2

3

8
7.1cm

H
1
6.7.1

8
7.6cm

H
1
6.7.3

9
2.9cm

H
1
7.6.1

5

7
9.6cm

H
1
3.5.1

1
5
0.0cm

H
1
2.1
0.2
5

1
5
5.0cm

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

大
仙
市

秋
田
県

仙
北
郡

西
仙
北
町

秋
田
県

仙
北
郡

西
仙
北
町

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-8
8
7-3
3
8

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-1
8
9
7-3
6
2

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-8
8
2-2
0
4

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-1
8
8
9-2
2
7

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-8
9
1-3
6
5

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-1
8
8
0-1
9
7

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-8
8
4-2
2
0

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-1
8
5
5-9
9

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-8
9
0-3
5
9

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-1
8
7
4-1
4
2

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-8
8
7-3
3
8

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-1
9
0
2-3
7
1

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-8
9
0-3
5
9

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

3-1
8
5
6-1
0
0

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-9
6
1-3
6
5

ｻｸﾗ2
0
1ｱｷ0

4-1
9
2
6-1
6
4

平
茂
勝

き
み
こ

平
茂
勝

と
も
ざ
く
ら

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

個
人
有

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
神
宮
寺
字
海
草
沼
谷
地
1
3-3

秋
田
県
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

大
仙
市
協
和
稲
沢
字
稲
沢
1
4
9-1

鈴
木
利
則

仙
北
市
西
木
町
上
荒
井
字
古
堀
田
1
7
2

伊
藤
勝
実
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ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

平
1
8

秋
田
県
１

第
5
5号

平
1
8

秋
田
県
１

第
5
6号

平
1
8

秋
田
県
１

第
5
7号

平
1
8

秋
田
県
１

第
5
8号

平
1
8

秋
田
県
１

第
5
9号

平
1
8

秋
田
県
１

第
6
0号

平
1
8

秋
田
県
１

第
6
1号

平
1
8

秋
田
県
１

第
6
2号

平
1
8

秋
田
県
１

第
6
3号

平
1
8

秋
田
県
１

第
6
4号

D
2
6

D
3
5

D
3
6

D
3
7

D
3
8

D
3
9

D
4
0

D
4
1

D
4
2

D
4
3

H
1
4.1.2

5

1
2
5.0cm

H
1
5.9.1

6

1
2
0.0cm

H
1
6.2.2

7

1
1
8.0cm

H
1
6.3.2

2

1
1
7.0cm

H
1
6.5.1

4

1
1
8.0cm

H
1
6.5.1

6

1
1
8.0cm

H
1
7.1.1

6

1
1
5.0cm

H
1
7.3.8

1
1
1.0cm

H
1
7.3.8

1
1
0.0cm

H
1
7.7.2

9

9
0.0cm

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

D
3
0-9

D
B
8
2
7

D
3
2-1
4

D
P
2
2
3
0

D
2
4-3
1

D
オ
1
1
2
5

D
1
8-3
7

D
オ
1
1
3
1

D
2
4-3
1

D
R
2
2
7
3

D
2
7-2
0

D
S
1
2
1
0

D
4
8-1

D
S
1
3
2
8

D
3
1-2
7

D
オ
1
1
3
2

D
3
1-2
4

D
Y
2
3
6
3

D
3
1-2
7

D
オ
1
1
3
2

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

横
手
市
睦
成
字
関
根
1
4

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

横
手
市
睦
成
字
関
根
1
4

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

横
手
市
睦
成
字
関
根
1
4

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

横
手
市
睦
成
字
関
根
1
4

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

横
手
市
睦
成
字
関
根
1
4

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

横
手
市
睦
成
字
関
根
1
4

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

横
手
市
睦
成
字
関
根
1
4

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

横
手
市
睦
成
字
関
根
1
4

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

横
手
市
睦
成
字
関
根
1
4

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

横
手
市
睦
成
字
関
根
1
4

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
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秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か
ら
都

市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
地
区
計
画
（
下
新
城
中
野
地
区
計
画
）
の
変
更
の
総
括

図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か
ら
都

市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
長
か
ら
都

市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

秋
田
都
市
計
画
公
園
（
二
・
二
・
十
二
号
川
反
三
丁
目
街
区
公
園
）
の

変
更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

鷹
巣
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
三
号
太
田
川
口
線

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

北
秋
田
市
鷹
巣
字
東
中
岱
七
十
六
番
地
の
一
　
北
秋
田
地
域
振
興
局

建
設
部

四
　
事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分
　
北
秋
田
市
鷹
巣
字
東
上
綱
、
字
東
中
岱
、
字
西
中
岱
及

び
字
小
中
岱
地
内

使
用
の
部
分
　
な
し

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

ﾃﾞｭﾛｯｸ種

平
1
8

秋
田
県
１

第
6
5号

平
1
8

秋
田
県
１

第
6
6号

平
1
8

秋
田
県
１

第
6
7号

平
1
8

秋
田
県
１

第
6
8号

D
4
4

ｾﾞﾝﾉｰﾃﾞｰ01
04-1158

(日
豚
D
種
3
8
9
9
6)

ｾﾞﾝﾉｰﾃﾞｰ01
04-1170

(日
豚
D
種
3
8
9
9
7)

ｾﾞﾝﾉｰﾃﾞｰ01
02-2438

(日
豚
D
種
3
8
1
9
1)

H
1
7.8.3

9
0.0cm

H
1
6.6.2

9

9
0.0cm

H
1
6.6.3

0

9
5.0cm

H
1
4.2.7

9
8.0cm

新
潟
県

長
岡
市

岩
手
県

岩
手
郡

雫
石
町

岩
手
県

岩
手
郡

雫
石
町

岩
手
県

岩
手
郡

雫
石
町

D
2
1-2
1

D
B
2
0
9
7K

ｾﾞﾝﾉｰﾃﾞｰ0
1
0
2-3
3
2
3

ｾﾞﾝﾉｰﾃﾞｰ0
1
0
1-3
6
8
1

ｾﾞﾝﾉｰﾃﾞｰ0
1
0
3-2
7
3
8

ｾﾞﾝﾉｰﾃﾞｰ0
1
0
3-2
7
0
5

ｾﾞﾝﾉｰﾃﾞｰ0
1
0
0-3
7
6
8

ｾﾞﾝﾉｰﾃﾞｰ0
1
9
9-3
8
3
0

そ
の
他

個
人
有

個
人
有

個
人
有

横
手
市
睦
成
字
関
根
1
4

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

横
手
市
平
鹿
町
樽
見
内
字
扇
田
1
2
6

株
式
会
社
フ
カ
サ
ワ

横
手
市
平
鹿
町
樽
見
内
字
扇
田
1
2
6

株
式
会
社
フ
カ
サ
ワ

横
手
市
平
鹿
町
樽
見
内
字
扇
田
1
2
6

株
式
会
社
フ
カ
サ
ワ
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
八
月
十
八
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
八
月
十
八
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜

地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
建
設
交
通
部
河

川
砂
防
課
及
び
関
係
地
域
振
興
局
建
設
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
六
月
六
日
付
け
指
令
北
建
―
五
六
二
で
許
可
し
た

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
館
市
中
道
二
丁
目
一
番
三
十
五
号

有
限
会
社
あ
か
ね
不
動
産
　
代
表
取
締
役
　
田
　
口
　
辰
　
美

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
館
市
字
観
音
堂
六
百
八
十
八
番
、
六
百
八
十
九
番
、
六
百
九
十
番
、

六
百
九
十
一
番
、
六
百
九
十
二
番
、
六
百
九
十
三
番
及
び
六
百
九
十
四
番

秋
田
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
五
十
七
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
規
則
第
五
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
本
郡
三
種
町
鹿
渡
字
東
二
本
柳
四
十
九
　
見
　
上
　
定
五
郎

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

調
達
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

秋
田
わ
か
杉
国
体
冬
季
大
会
開
・
閉
会
式
会
場
仮
設
施
設
設
営
管
理

業
務
委
託
　
一
式

（二）

調
達
案
件
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

履
行
期
間

契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日
（
金
）
ま
で

（四）

履
行
場
所

別
途
指
示
す
る
場
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い

こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る

資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（４）

過
去
五
年
間
に
お
い
て
、
冬
季
国
体
の
開
会
式
及
び
閉
会
式
と
同

公
　
　
　
　
　
　
告

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路
　
線
　
名

三
百
四
十
一
号

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間

鹿
角
市
八
幡
平
字
長
嶺
三
五
番
三
か

ら
字
西
館
一
一
番
一
地
先
ま
で

地
　
　
　
　
　
　
番

八
七
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
九
〇
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
九
一
の
二

（
次
の
図
の
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
九
一
の
三
（
次
の
図
の

区
域
名

門
の
沢

郡
市
町
村
大
字
字

山
本
郡
八
峰
町
八
森

字
岩
館

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

地
　
　
　
　
　
　
番

八
七
（
次
の
図
の
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
九
〇
（
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
、
九
一
の
二

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
九
一
の
三
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
〇
一

か
ら
一
〇
四
ま
で
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
〇
四
の

一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
一
〇
五
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
〇
六
、

道
路
敷
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）

区
域
名

門
の
沢

郡
市
町
村
大
字
字

山
本
郡
八
峰
町
八
森

字
岩
館

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
八
号

百
八
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
〇
〇
〜
三
七
・
〇
〇

一
四
・
〇
〇
〜
五
五
・
八
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
七
〇
七

〇
・
六
八
四

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
小
川
字
明
戸
五
二
番
四
地
先
か
ら
字
戸
坂
一
九
番
二
Ｂ
ま
で

〃
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種
、
同
規
模
以
上
の
会
場
仮
設
施
設
設
営
管
理
業
務
を
受
託
し
た
実

績
が
あ
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定

の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
を
次
の
場
所
へ
平
成
十
八
年
九
月

六
日
（
水
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇

―
二
七
四
〇
）

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並

び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
二
　
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
総
務
企
画
部
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
施
設
調
整
課

（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
五
二
一
五
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
十
八
年
八
月
十
八
日
（
金
）
か

ら
同
年
九
月
六
日
（
水
）
ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
八
年
十
月
三
日
（
火
）
午
前
十
時
三
十
分

秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
五
階
第
五
十
二
会
議
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

条
及
び
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
こ
と
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金

額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札

書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入

札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入

札
説
明
書
に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

秋
田
県
災
害
・
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
役
務
提
供
業
務
に
つ

い
て
企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
事
項

（一）

企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
業
務（
以
下「
公
告
業
務
」と
い
う
。
）

の
名
称

秋
田
県
災
害
・
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
役
務
提
供
業
務

（二）

公
告
業
務
の
内
容

災
害
時
の
医
療
救
護
活
動
に
必
要
な
情
報
、
平
時
の
救
急
医
療
情
報

等
の
収
集
及
び
提
供
を
図
る
た
め
、
秋
田
県
災
害
・
救
急
医
療
情
報
シ

ス
テ
ム
の
設
計
開
発
及
び
維
持
管
理
を
行
う
。

（三）

履
行
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁
本
庁
舎

（四）

履
行
期
限
等

（１）

公
告
業
務
の
う
ち
シ
ス
テ
ム
の
設
計
開
発
は
、
平
成
十
九
年
三
月

三
十
日
（
金
）
ま
で
に
完
了
す
る
こ
と
。

（２）

公
告
業
務
の
う
ち
災
害
・
救
急
医
療
情
報
を
提
供
す
る
期
間
は
、

平
成
十
九
年
四
月
一
日
（
日
）
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

（
土
）
ま
で
の
五
年
と
す
る
。

二
　
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
者
に
必
要
な
資
格

企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
以
外

の
者
で
、
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
必
要
な
資
格

（
以
下
「
提
出
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
と
知
事
に
認
定
さ
れ
た
者

と
す
る
。

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
者

（二）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
で
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

（
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
す
る
者

を
含
む
。
）

（三）

提
出
資
格
の
認
定
の
日
に
お
い
て
、
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て

い
る
者

三
　
提
出
資
格
の
認
定
の
手
続

企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、次
に
よ
り
知
事
に
申
請
し
、

提
出
資
格
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（一）

提
出
書
類
及
び
提
出
部
数

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
提
出
資
格
認
定
申
請
書
　
二
部

（１）

住
所
又
は
所
在
地
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
電
話
番
号

（２）

申
請
の
日
ま
で
に
履
行
し
た
公
告
業
務
と
同
程
度
の
同
種
又
は
類

似
の
業
務
の
履
行
内
容

（二）

提
出
方
法

持
参
す
る
こ
と
。

（三）

提
出
期
間

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
五
日
（
金
）
ま
で

（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五

時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

（四）

提
出
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
健
康
福
祉
部
医
務
薬
事
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
四

〇
三
）

四
　
企
画
提
案
書
の
提
出
手
続

（一）

提
出
書
類

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
企
画
提
案
書
（
Ａ
四
判
横
長
用
紙
、

横
書
き
、
左
と
じ
）

十
部

（１）

提
案
す
る
シ
ス
テ
ム
の
概
要

（２）

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
内
容

（３）

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
内
容

（４）

シ
ス
テ
ム
の
開
発
方
法

（５）

シ
ス
テ
ム
の
維
持
管
理
の
方
法

（６）

経
費
の
額
及
び
そ
の
内
訳
　

Sum
m
ary

１
　
Subject

m
atter

and
quantity

of
the

services
to
be

required：
Tem
porary

institution
for

the
opening

and
closing

cerem
onies

in
the

A
kita

W
akasugi

N
ational

A
thletic

M
eet

in
the

w
inter

season
２
　
Tim
e-lim

it
of
tender：

1
0:3
0
A
.M
.
３
　
O
ctober，

2
0
0
6

３
　
C
ontact

point
for

the
notice：

Facility
Planning

D
ivision，

B
ureau

for
N
ational

Sports
Events，

A
kita

Prefectural
G
overnm

ent，
３
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita

Prefecture
0
1
0-8
5
7
2，
Japan

TEL
0
1
8-8
6
0-

5
2
1
5
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そ
の
他
、
詳
細
は
仕
様
書
及
び
企
画
提
案
書
記
載
要
領
を
参
照
の
こ

と
。

（二）

提
出
方
法

持
参
す
る
こ
と
。

（三）

提
出
期
間

提
出
資
格
の
認
定
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
十
二
日
（
火
）
ま
で

（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五

時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
企
画
提
案
書
の
追
加
及
び
変
更
は
、
認
め

な
い
。

（四）

提
出
場
所

三
（四）
に
同
じ
。

五
　
最
優
秀
提
案
者
の
選
定
等

（一）

選
定
方
法

提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
の
審
査
を
行
い
、
最
も
優
れ
た
提
案
を
行

っ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
「
最
優
秀
提
案
者
」
と
い
う
。
）
を
選

定
す
る
。

（二）

選
定
に
際
し
審
査
す
る
事
項

最
優
秀
提
案
者
を
選
定
す
る
際
に
審
査
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

（１）

公
告
業
務
に
関
す
る
仕
様
書
の
理
解
度
及
び
企
画
提
案
書
の
内
容

の
的
確
性

（２）

公
告
業
務
の
実
施
設
計
及
び
実
施
方
法
の
妥
当
性

（３）

公
告
業
務
を
履
行
す
る
能
力

（４）

公
告
業
務
の
履
行
に
係
る
経
費
の
額

（三）

選
定
の
時
期

選
定
は
、
平
成
十
八
年
九
月
中
旬
に
行
う
。

（四）

選
定
の
結
果
の
通
知

選
定
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
速
や
か
に
通
知
す
る
。

六
　
公
告
業
務
に
関
す
る
仕
様
書
及
び
企
画
提
案
書
記
載
要
領
の
交
付
期
間

及
び
交
付
場
所

三
（三）
及
び
（四）
に
同
じ
。

七
　
そ
の
他

（一）

こ
の
公
告
に
係
る
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
は
、
返
却
し
な
い
。

（三）

企
画
提
案
書
の
提
出
に
係
る
一
切
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
提
案
者
の

負
担
と
す
る
。

（四）

最
優
秀
提
案
者
の
選
定
に
際
し
、
提
案
者
に
対
し
て
、
企
画
提
案
書

の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

（五）

詳
細
は
、
実
施
要
領
等
に
よ
る
。

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
三
ノ
渡
地
区

ほ
場
整
備
事
業
（
担
い
手
育
成
型
））
変
更
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
九
月
十
五
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
北
秋
田
市
役
所

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
森
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び

就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

横
手
市
大
森
町
字
大
森
百
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
　
　
隆

〃
　
　
〃
　
　
　
大
中
島
三
百
八
十
七
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
柳
作

〃
　
　
〃
　
　
　
中
島
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
　
　
晃

〃
　
　
〃
　
　
　
本
郷
十
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
忠
一
郎

〃
　
　
〃
　
　
　
菅
生
田
百
九
十
番
地
一
号
　
　
　
　
佐
々
木
吉
之
助

〃
　
　
〃
　
　
　
本
郷
六
十
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
友
孝

〃
　
　
大
森
町
上
溝
字
上
野
百
四
番
地
五
号
　
　
　
　
　
福
田
　
新
助

〃
　
　
〃
　
　
　
　
　
昼
川
三
十
七
　
　
　
　
　
　
　
　
讃
岐
　
達
美

〃
　
　
〃
　
　
　
　
　
坂
ノ
下
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
国
雄

〃
　
　
雄
物
川
町
矢
神
字
矢
神
十
三
　
　
　
　
　
　
　
小
野
佐
左
エ
門

〃
　
　
雄
物
川
町
今
宿
字
郷
十
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
藤
　
和
夫

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

横
手
市
大
森
町
字
中
島
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
　
　
晃

〃
　
　
〃
　
　
　
本
郷
十
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
忠
一
郎

〃
　
　
〃
　
　
　
本
郷
六
十
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
友
孝

〃
　
　
〃
　
　
　
大
森
百
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
　
　
隆

〃
　
　
〃
　
　
　
大
中
島
三
百
八
十
七
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
柳
作

〃
　
　
〃
　
　
　
町
回
百
十
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤
川
　
順
一

〃
　
　
大
森
町
上
溝
字
昼
川
三
十
七
　
　
　
　
　
　
　
　
讃
岐
　
達
美

横
手
市
大
森
町
上
溝
字
坂
ノ
下
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
国
雄

〃
　
　
〃
　
　
　
　
　
中
野
百
六
十
六
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
清
一

〃
　
　
雄
物
川
町
今
宿
字
郷
十
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
藤
　
和
夫

〃
　
　
雄
物
川
町
矢
神
字
堂
ノ
下
八
十
六
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
邦
和

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

横
手
市
大
森
町
字
湯
ノ
島
三
百
六
十
九
番
地
一
号
　
　
　
藤
井
　
一
夫

〃
　
　
大
森
町
上
溝
字
上
野
九
十
二
番
地
一
号
　
　
　
　
佐
々
木
義
広

〃
　
　
雄
物
川
町
矢
神
字
矢
神
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
一
夫

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

横
手
市
大
森
町
上
溝
字
上
野
九
十
二
番
地
一
号
　
　
　
　
佐
々
木
義
広

〃
　
　
雄
物
川
町
矢
神
字
矢
神
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
一
夫

〃
　
　
大
森
町
字
大
森
二
百
九
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
川
　
善
治



古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（８６３）

（８６２）
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